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ハリソン東芝の派遣労働者「雇い止め」 問題にかかわる申し入れ 

 
 
 米国での金融危機に端を発し、日本でも経済への先行き不安が広がっています。国民の雇用とくらしを守る抜

本的な対策は、日本経済と国政の焦眉の課題となっています。こうした重要な時期にあって、すでにトヨタ、マ

ツダ、いすゞなどで、派遣社員や期間社員を大量に「雇い止め」にする動きが広がり、マスコミも「切られ始め

た派遣社員」など報道し、重大な社会問題となっています。 
 こうしたもとで、液晶テレビなどのバックライト光源のシェアで世界トップクラスのハリソン東芝(今治市)が、

メーカーの発注減、消費の冷え込みを理由にして、本社工場の派遺社員約 550 人のうち約 37O 人を 12 月末で「雇

い止め」にすると伝えられています。数年の業況は好調といわれ、08 年 3 月期の「売上高は約 715 億円」とな

っています。 
 突然の「雇い止め」で路頭に迷う労働者と家族、また関連会社や地域経済への影響は計り知れません。何ら責

任のない派遣労働者に犠牲が押しつけられて、雇用の「調整弁」にされることは、労働者とりわけ若者の未来の

希望を奪うものであり、何としても避けるべきです。品質の向上やものづくりの技術の継承などの勧点からも、

批判の声があがるのは当然です。 
 今日、貧困と格差、「ワーキングプア」をなくすことは社会的な要請です。企業の「派遣切り」はこうした社

会の要請に逆行するものです。 
 以下のことを知事に要請し、ハリソン東芝がその社会的な役割にふさわしい対応をとるよう働きかけていただ

くことを求めるものです。 
 

記 
1. 人をモノのように調整弁として扱うことは許されません。派遣労働者の一方的な「雇い止め」解雇はしない

よう、企葉に直接、申し入れていただくこと。 
2. 労働者派遣法など法令が遵守されているか労働局に実態調査を求めること。「雇い止め」を受けた労働者は

無論のこと、非正規労働者の切実な要求に応える相談窓口の設置、雇用と生活を守る施策の実施を検討して

いただくこと。 
3. 関連・グループ企業、下請けなど地域経済に、これ以上のしわ寄せがでないよう要要請いただくとともに、

業者むけの対策についても検討いただくこと。 
4. 派遣労働者など非正規雇用者を含む解雇・リストラ計画について、県と事前に協議することを求めるように

していただくこと。 
以上 


